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公益社団法人 日本医師会

具体的対応方針の再検証を要請された公立・公的医療機関等の公表を受けて



① 公立（都道府県、市町村、地方独立行政法人）は一般会計から繰入金が投
入されており、非課税である。

② 国および独立行政法人は政府出資で設置されており、非課税である。現在
では少なくなっているが運営費交付金も投入されてきた。

公的資金の投入状況
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代表的なケースを例示しており以下に当てはまらない場合もある

国立病院機構、労働者健康安全

機構、地域医療機能推進機構

日赤、済生会、北海道社会事

業協会、厚生連、健康保険組

合等、共済組合等、国民健康

保険組合

④ 収益事業課税

⑤ 全所得課税

⑥ 特定機能病院 特定機能病院

※税金のほか、労働者健康安全機構の病院は労災保険料、地域医療機能推進機構の病院は年金保険料、健康保険料を財源

　とする現物出資。*2017年11月20日 厚生労働省地域医療構想に関するワーキンググループ資料ほかから作成

上記以外の地域

医療支援病院

医療法人以外 地域医療支援病院
地域の医師確保

を支援

－
医療法人

開設主体による

② －
政府出資（※）
運営費交付金

納税義務なし
（非課税）

③
公的医療機関
地域医療対策

への協力

公立病院の繰入金に

準じて地元自治体から

補助金を受けている

ケースがある

収益事業課税

区

分
開設者等 医療法 税金等の投入

税制（法人税・
法人住民税）

①
都道府県、市町村、
地方独立行政法人

公的医療機関地域医療対
策への協力

地方公共団体の出資
一般会計繰入金

納税義務なし
（非課税）



医療法人は、地域医療支援病院の場合には地域医療構想の「公立・公的医療
機関等」に該当するが、全所得課税である。

主な開設主体別の税制
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代表的なケースを例示しており以下に当てはまらない場合もある

国税

法人税
法人都道府

県民税
（法人税割）

法人市町村
民税（法人税

割）
法人事業税

都道府県、市町村、
地方独立行政法人
国立病院機構、労働者健康安全

機構、地域医療機能推進機構

日赤、済生会、北海道社会事

業協会、厚生連、健康保険組

合等、共済組合等、国民健康

保険組合

4
収益事業課税

（※1）

収益事業課税

（※1）

収益事業課税

（※1）
収益事業課税（※1）

5 全所得課税 全所得課税 全所得課税 全所得課税（※2）

※1）医療保健業は収益事業から除外。社会医療法人では本来業務として行う医療保健業は収益事業から除外

※2）社会保険診療収入は非課税、自由診療収入は軽減税率適用

上記以外の
地域医療
支援病院

医療法人以外

医療法人

2 非課税 非課税 非課税 非課税

3
収益事業課税

（※1）
収益事業課税

（※1）
収益事業課税

（※1）
収益事業課税

（※1）

開設者

地方税

1 非課税 非課税 非課税 非課税



公立病院への繰入金には、収益的収入に対する繰入金と資本的収入に対する
繰入金があり、繰入金は合計で年8,000億円程度である。

公立病院への繰入金
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5,985 6,192 5,973 5,979 6,082

2,081 1,995 2,059 1,945 2,000

8,067 8,187 8,032 7,924 8,083
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収益的収入に対する繰入金 資本的収入に対する繰入金

*総務省「地方公営企業決算状況調査」から作成。地方独立行政法人を含む。
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